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学校法人筑紫女学園 

 Ⅰ．法人の概要 

1.  目      的 

  本学園は、教育基本法及び学校教育法に従い、仏教特に浄土真宗の精神に基づく教

育を施して、淑良なる女子を育成することを目的としています。 

 

2.  建学の精神 

   本学園は、仏教とくに浄土真宗の教えを建学の精神として設立された学園です。校

訓はその精神を三項目にまとめて表したものです。 

 

   <校 訓> 

  自 律（自己への目覚め） 

        自律とは、自分の人生を自らが生きるということです。それは、本当の自分を照

らし出す光となるものに出会い、それによって自分を深く見つめるところから始ま

ります｡こうして自分自身を見つめるとき、私たちはこれまでの自己中心的なありか

たの過ちに気づかされ、“さまざまな恵みによって生かされている”という自覚にた

どりつきます。この自覚を基礎として、自ら考え、自ら判断し、自ら行動していく

ことが、自律ということなのです。  

 

    和 平（他者への目覚め） 

            和平とは、自分のまわりにある他のすべての存在を認め、互いに尊重しあう中に

生まれるおだやかな世界です。自らを律するとき、私たちは一人ひとりが、かけが

えのない自己を生きている身であることに気づくでしょう。もしも自己中心的な価

値観にとらわれて他者を軽んじたり、あるいはそれぞれの尊さを無視して自分と同

じになることを強要すれば、対立と争いを引き起こすだけで、ほんとうのおだやか

な世界は決して生まれてこないでしょう。 

 

     感 恩（生命への目覚め） 

           感恩とは、自分を支えている大いなる恵みを知るということです。 

         自律というありかたによって自分自身の内側に目を向けるとき、私たちの生命は、

無限の生命のつながりの中に縁あって恵まれ、はぐくまれてきたものであることに

気づくでしょう。同時にそのつながりの中で、恵まれた生命を生かす必要があると

いうことも、うなずけるでしょう。 

           こうして、自分を支えている、はかり知れないはたらきに感謝の念を抱き、その

恩に報いたいと願いながら生きることが大切なのです｡ 
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学校法人筑紫女学園 

3.  設置する学校・学部・学科等           

平成２１年５月１日現在 

 学校 学部等 学科等 開設年月 所属長 

筑紫女学園大学大学院 
人間科学

研究科 
人間科学専攻 平成１９年４月 学長  小野   望 

日本語･日本文学科 昭和６３年４月 

英語学科 昭和６３年４月 

英語ﾒﾃﾞｨｱ学科 平成１７年４月 

アジア文化学科 平成１１年４月 

人間福祉学科 平成１１年４月 

筑紫女学園大学 文学部 

発達臨床心理学科 平成１４年４月 

学長  小野   望 

現代教養学科 平成１７年４月 
筑紫女学園大学短期大学部 － 

幼児教育科 昭和４４年４月 
学長  小野  望 

筑紫女学園高等学校※１ － 普通科 昭和２３年４月 校長  松﨑  秀典 

筑紫女学園中学校 ※１ － － 昭和２２年４月 校長  松﨑  秀典 

筑紫女学園大学短期大学部

附属幼稚園 
－ － 昭和４７年４月 園長  笠    唯信 

 ※１……前身：筑紫高等女学校（明治４０年開校） 
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学校法人筑紫女学園 

4.  学生・生徒・園児数                 平成２１年５月１日現在 

                                       （単位：人） 

学校 学部等 学科等 入学定員 入学者数 収容定員 在学者数 

大学院 人間科学研究科 人間科学専攻 １０ ７ ２０ ２５

日本語･日本文学科 １００ １０６ ４００ ５１３

英語学科 １００ １２７ ４００ ４８２

英語メディア学科 １００ １３１ ４００ ４０９

アジア文化学科 ８０ ９８ ３４０ ３０２

人間福祉学科 １２０ ７２ ５００ ３７０

発達臨床心理学科 １００ １２０ ４２０ ５１０

大 学 文学部 

合   計 ６００ ６６１ ２,４６０ ２，６７８

現代教養学科 １２０ １２５ ２４０ ２４３

幼児教育科 １００ １０１ ２００ ２２８短期大学部 － 

合   計 ２２０ ２２６ ４４０ ４７１

高等学校 － 普通科    ５５０ ６２２ １，６５０ １，８８５

中学校 － －    ２５０ ２１６      ７５０ ６９９

３歳児 ８０ ６９

４歳児 ※１  １０   １３
短期大学部 

附属幼稚園 
－ 

５歳児     ― １

２６０ ２４４

合    計 １,７２０ １,８０８ ５,５８０ ５,９１０

※１ … ４歳児及び５歳児の各収容定員は、共に９０名 

 

5.卒業者数            平成２２年３月３１日現在 

（単位：人） 

学 校 平成２０年度卒業者数 累計 

大学院 １３ ２４

大 学 ５８３ ７,４６７

短期大学部 ２３５ ２８,２５５

高等学校 ６４０ ３３,３０３

(旧制)女学校 － ５,８９１

中学校 ２５２ １３,０３０

短期大学部附属幼稚園 ８５ ３,４６７

合 計 １,８０８ ９１,４３８
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学校法人筑紫女学園 

6.  役員・評議員の概要 

平成２１年５月１日現在 

役員･評議員 理事（理事長を含む） 監    事 評 議 員 

定  数 １４人以上１６人以内 ２名 ３６人以上４３人以内

 

（１）役員の概要   理   事（現員 １５人 ：常勤５名、非常勤１０名）  

監   事（現員   ２人 ：非常勤２名） 

理  事 笠  信 曉 理 事 占 部 美 子 

理  事 小 野  望 理 事 立 花 民 雄 

理  事 松 﨑 秀 典 理 事 井 上 雄 介 

理  事 鉄 川  洋 理 事 髙 原 信 一 

理  事 水 月 哲 人 理 事 伊 佐 元 子 

理  事 傍 示 裕 昭 理 事 中 川 正 法 

理  事 七 里 信 路 理 事 加留部久美子 

理 事 長 尾 亜 夫   

 

 

監 事 冬 至 克 也 監 事 春山 九州男 

 

（２）評議員の概要    評議員（現員 ３８人 ：常勤１９人、非常勤１９人） 

評議員 髙 石 史 人 評議員 梶 木 正 益 評議員 井 上 雄 介 

評議員 中 川 正 法 評議員 加 来 真 一 評議員 石 丸  徹 

評議員 一ノ瀬 元史 評議員 加留部久美子 評議員 荒 木 靖 邦 

評議員 笠  唯 信 評議員 熊 谷 敏 子 評議員 笠  信 曉 

評議員 金 子 修 三 評議員 伊 佐 元 子 評議員 小 野  望 

評議員 海 野 法 寿 評議員 後 藤 安 代 評議員 松 﨑 秀 典 

評議員 永 安 道 一 評議員 原 田 泰 信 評議員 鉄 川  洋 

評議員 田 中 良 明 評議員 杣 山 眞 乘 評議員 水 月 哲 人 

評議員 西 村 陽 子 評議員 遠 藤 玄 之 評議員 傍 示 裕 昭 

評議員 川 邊 武 芳 評議員 髙 原 信 一 評議員 七 里 信 路 

評議員 板 井 修 一 評議員 橘  英 哲 評議員 長 尾 亜 夫 

評議員 菅 原 盛 之 評議員 高 田 智 映 評議員 占 部 美 子 

評議員 久 光 洋 子 評議員 立 花 民 雄   
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学校法人筑紫女学園 

7.  教職員の概要                 平成２１年５月１日現在 

 （１）教育職員数                          （単位：人） 

所 属  専任教員 特任教員 常勤講師 特任教諭 小    計 非常勤講師 合    計

大 学（大学院を含む） ６８ ３ - - ７１  １７９ ２５０

短期大学部 １８ ０ - - １８  １０１ １１９

高等学校 ７２ - ９ ５ ８６    ２６ １１２

中学校 ３０ -   ２ ２ ３４     ５ ３９

短期大学部附属幼稚園 ９ -  ４ ０ １３ ９ ２２

合        計 １９７ ３ １５ ７ ２２２   ３２０ ５４２

 

（２）事務職員数（技能職・労務職を含む）                     （単位：人） 

所 属 専任職員 特任職員 嘱託職員 小    計 非常勤職員 合    計

大 学（大学院を含む） ４２ ２ ３ ４７ ４９ ９６

短期大学部 ８ ０ ０ ８ １４ ２２

高等学校 １３ ０ ３ １６ １ １７

中学校 ５ ０   ０ ５ １ ６

短期大学部附属幼稚園 ０ ０  ０ ０ １ １

法人本部  １７ ４ ２ ２３   ０ ２３

合        計 ８５ ６ ８ ９９ ６６ １６５
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学校法人筑紫女学園 

Ⅱ．事業の概要 

１． 法 人 本 部 

（１） 企  画 

①学園のブランディングの検討 

学園の理念及び将来像を踏まえた本学園のブランディングについての検討作業

を実施した。平成 22 年度期中から、各組織ごとに改革検討をスタートすると同時

に、種々の媒体を利用して広く学外に向け周知を図る予定である。 

 

（２） 総  務 

      ①人事・労務管理制度の見直し 

       人事・労務制度における問題点の抽出とその改善のための検討に着手し、平成 
21 年度は学園内各部門、職種ごとの給与水準及び給与体系等の分析作業を行った。 

    
②事務職員の採用・育成 

      ア）事務職員採用時の選考方法等の見直し 

事務職員採用時の選考プロセスを増やすと共に、対象とする職階ごとに選

考方法を細分化したことで選考精度の向上を図った。 
      イ）事務職員研修 

     従来管理職にのみ実施していた職階別研修について、平成 21 年度からは

係長・主任クラスと一般職員クラスについても実施した。 
  

③システムの見直しによる業務効率の向上 

        学園内における経理・人事・給与関係業務等の効率化を図るため、事務系シス

テムの見直しに着手し、平成 21 年度は人事・給与システムの更新を行った。 
 

（３） 財 務 

    ①資産運用 

      学園資産運用管理規程に定める「元本返還の確実な方法」という従来からのポ 
リシーを厳守し、国債等公共債及び銀行社債を購入した。 

  
②KAIZEN プロジェクト委員会の発足 

   総務、労務、経理、管財などの事務系業務処理の見直しを行い、業務の効率化や

事務系システムの改善を行うとともに、財務基盤のさらなる強化を図るため

「KAIZEN プロジェクト委員会」を設置した。事務局は経理課が担当し、具体的

検討のための部門横断的ワーキンググループを設置した。 
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学校法人筑紫女学園 

２． 大学・短期大学部 

（１）教 育 

①中長期計画 

ア）長期計画の策定 
大学・短期大学部の将来像に基づく太宰府キャンパスの校舎等整備計画

（キャンパスマスタープラン）作成を開始、平成 22 年 7 月までにマスター 
プランのとりまとめを行う。 

イ）改組計画の策定 
大学文学部の人間福祉学科・発達臨床心理学科を基盤とし、新たに幼稚園

教諭 1 種免許、小学校教諭 1 種免許及び中学校教諭 1 種免許（社会）を取得

可能な新学部（人間科学部）について、平成 23 年 4 月開設予定で改組計画

を策定した。 
 

②カリキュラム改正 

ア）新カリキュラムの適用 
大学院・大学・短期大学部に関してカリキュラム改正を実施し、平成 21

年 4 月から 1 年次入学生に適用した。 
イ）教職課程の充実 

発達臨床心理学科に高等学校教諭 1 種免許（公民）の教職課程と特別支援

学校教諭 1 種免許取得課程を新規に設置した。またアジア文化学科に高等学

校教諭 1 種免許（公民）の教職課程を追加設置した。 
 

③教育改善 

ア）認証評価への対応 

日本高等教育評価機構による大学の認証評価を実施し、自己評価報告書の

作成・提出、評価員による実地調査を経て、適格との認定を受けた。 
イ）理念と目標の見直し 

平成 19 年度に制定した教育理念と目標を見直し、3 つのポリシーを含めた

体系の再構築を改訂版に盛り込み、教育の質を保証するシステムの構築を図

った。 
ウ）教育力の向上 

教育開発センターをコアとし、教務部等関連部署が連携して授業改善活動

を推進した。具体的にはシラバス改善を進めたほか、次年度からのGPA導入、

15 週授業に定期試験週を加えた学事日程の導入などを決定した。 
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学校法人筑紫女学園 

エ）客員教授制度の運用 
大学・短期大学部に新たに客員教授制度を設置した。平成 21 年度は呉汝

俊（ウー･ルーチン）氏 1 名を客員教授とし、前後期各 1 回の特別授業を開

催し多数の参加者があった。 
オ）教育職員免許更新講習の実施 

教育職員免許更新講習について、本学は選択科目「人権教育の基礎」を

11 月に開講し、26 名の受講者があった。 
カ）養成施設等実地調査 

大学及び短期大学部の保育士課程に対し、厚生労働省九州厚生局からの実

地調査を受け、適正な運営を行なっているとの回答を得た。 

 

④地域社会との連携 

ア）公開講座の開催 
“ともいき（共生）”をテーマに、年間で 18 講座を企画・実施した。 

イ）地域との連携 
幼稚園、小・中学校を支援する学生サポータとして、福岡市、太宰府市、

筑紫野市、大野城市などに計 77 名の学生を派遣した。 
 

⑤国際交流 

ア）国際交流と外国語学習支援の推進 
短期研修については、オーストラリア研修に 18 名、インド思想と文化

研修に 8 名、新たに企画したニュージーランド研修に 12 名の参加実績であ

った。留学については、北京語言大学（中国）へ 1 名、クイーンズ大学（カ

ナダ）へ 4 名の留学生を派遣した。 
また、クイーンズ大学（カナダ）、南開大学（中国）、馬山大学（韓国）と

国際交流協定を締結した。 
 

⑥図書館 

ア）図書館サービスの向上 

専門業者への業務委託も活用して、図書館サービスの質向上を図った。ま

た利用頻度の高い AV コーナー12 ブースの内、5 ブースの機器を更新、さら

に全ブースにブルーレイ DVD プレーヤーを設置して、図書館の学習環境の

改善を図った。 
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学校法人筑紫女学園 

（２）研 究 

①研究の活性化 

研究活動活性化の一環として、指定研究 2 件、一般研究 9 件に研究費の助成を

実施した。また、人間文化研究所年報、大学・短期大学部紀要を発刊した。 
 

②研究倫理の確立・研究費の適正運用 
説明会、内部監査等を通じて、研究倫理規定の周知ならびに研究費の適正運用

体制の整備と充実を図った。 
 

（３）学生生活 

①学生支援 

ア）特待生制度 
成績優秀な学生を支援する特待生制度を新規に導入し、A 特待生 1 名、B

特待生 20 名に制度を適用した。 
イ）保護者懇談会の実施 

在学生の保護者を対象とした保護者懇談会を本学ならびに地方 2 会場（長

崎・大分）で実施した。 
ウ）学生生活実態調査の実施 

全学生を対象にした学生生活実態調査を実施し、学生のニーズを把握する

とともに、具体的改善策の策定に活用した。 
 

②進路支援 

企業向けオープンキャンパスなど新たな取り組みを含めて進路支援の強化に取

り組んだ。また、1-4 号館中庭部分の増築棟を進路情報コーナーとして整備し、

支援の充実を図った。 
 

（４）学生募集 

①進学ガイダンスなど直接接触広報の強化 

進学ガイダンスや高校訪問など、入試課職員に加えて、入試課以外の事務職員

による入試広報スタッフを組織し広報活動の強化を図った。 

②オープンキャンパスの充実 
学生スタッフをコアとしたオープンキャンパス・キャンパス見学会を年間 6 回

開催した。 また本学と京都女子大学の 2 大学による合同入試説明会を天神アクロ

ス福岡で実施した。 
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学校法人筑紫女学園 

③メディアミックスの展開 
大学案内やホームページなどの情報発信内容について充実を図るとともに、テ

レビ CM、FM 放送 CM などでのメディアミックスを展開し本学の認知度向上を

図った。 
 

（５）管理運営 

①管理運営体制 

学部長会を年 29 回、教学運営協議会を年 10 回開催し、大学・短期大学部の重

要課題の審議と実施を推進した。 
 

②収支改善 

ア）補助金増加の取り組み 
政策動向に応じて継続的に補助金申請内容の見直しに取り組み、前年度ほ

ぼ同額の補助金を確保した。 
イ）既存契約の見直し 

コピー機など既存契約の見直しを行い、コスト削減を実現した。 
 

③業務効率向上 

大学・短期大学部基幹事務システムのリニューアルを行い、事務業務の確実な

実施と効率向上を図った。 
 

（６）施設設備 

①キャンパス環境整備 

ア）キャンパス食環境の充実 
キャンパス食環境の充実を図るため、「大学生協」導入による第１・２・

３食堂ならびにショップの全面的リニューアル工事を実施した。   
イ）進路支援環境の充実 

進路支援環境の充実を図るため、1-4 号館中庭部分の増築工事と関連工事

を実施した。 
ウ）トイレ環境の改善 

キャンパス環境整備の一環として、6 号館女子トイレの改修工事を実施し

た。 
エ）学習環境の改善 

教室のプロジェクタ設備について新設 2 教室、更新・移設 5 教室の工事

を実施、また図書館の AV コーナー機器更新を実施するなど、教室・図書館

等における学習環境の改善を図った。 
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学校法人筑紫女学園 

オ）老朽化設備の更新 
3 号館屋上防水改修工事、旧式エアコン設備など緊急性の高い老朽化設備

の更新工事を実施した。 
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学校法人筑紫女学園 

３． 中学・高等学校  

（１）教育 

①学力向上対策の実施 

    ア）カリキュラムの検討 

平成２４年度からの中学校学習指導要領改訂にともなうカリキュラム変

更について検討を行った。 

イ）習熟度別授業、クラス編成の実施 

中高コースの３年・４年対象に英語、数学の教科について習熟度授業を実 
施した。また、中学・高等学校の全学年習熟度別クラス編成を行い、効率的

な授業を実施し、学力向上を図った。 

    ウ）補習授業（高校）、特進コースの特別補講、補習・補講授業（中学）の実施 

        補習授業を平常時及び長期休暇中に実施し、学力向上を図った。 

さらに特進コースにおいては、これを特化し、別途特別補講を実施した。 

      エ）学習記録帳による指導 

         中学生に対し、学習記録帳『蝸牛』を用い学習及び生活状況の指導を行っ 

た。 

      オ）英語語学研修、海外語学研修の実施 

         中学２年生を対象とするネイティブによる夏季英語語学研修を２泊３日の 

日程で実施するとともに、中学３年生は、７泊８日の行程でオーストラリア

に滞在する語学研修を行った。 

 

②教育指導力向上の取組 

      ア）シラバスの作成 

              教科ごとに年間シラバスを作成、全教職員及び全生徒に配布し、計画的な 

授業を行った。 

      イ）授業評価の実施 

         教員の指導力向上に寄与するため、生徒による授業評価を年２回実施した。 

      ウ）研究授業の実施及び新任教員報告書の提出 

         新規採用者の研究授業を実施し、また新任教員報告書の提出を求め教員の 

指導力向上を図った。 

      エ）研修会の実施、校外の研究会への参加 

         教員の指導力向上を図るため校内研修会を実施すると共に各教科、各部の 

教員による校外の研究会・研修会への参加を促した。 
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学校法人筑紫女学園 

③宗教教育の充実と深化 

      ア）講堂礼拝、感謝日等の仏教行事の実施 

講堂礼拝（中学校全学年、高等学校学年ごとに週 1回）、感謝日行事(月 1 

回）及び仏教行事（花まつり・宗祖降誕会、彼岸会、成道会、修正会、報恩

講、涅槃会・追悼会)を実施することにより、宗教教育の充実と深化を図った。 

イ）全教職員による宗教教育への参加 

講堂礼拝、感謝日行事及び仏教行事への参加を推進した。 

     ④人権教育 

       人権・同和特設授業を実施した。 

 

⑤情操教育の深化 

       全生徒対象に芸術鑑賞を、高校２年生に対し能・狂言の鑑賞を実施すると共に、 

       これらの他中学生に対し弁論・コーラスコンクールを催し、情操教育の深化を図 

った。 

    

     ⑥進路指導の充実 

       「進路の手引き」の作成・配布、及び進路説明会、進路講演会、ツイム講座、 

職業研究などを企画・実施し、進路指導の充実を図った。 

     また、進路の決定のための三者面談を実施した。 

   

     ⑦生徒研修 

      ア）外部講師による性教育、防犯教室等に係る講演会等の実施 

         外部講師による性教育、防犯教室等に係る講演会等を実施した。 

      イ）新入生(高校１年生、中学１年生）研修、楽山荘研修（高校２年生）、修学旅 

行の実施 

          高校(１泊２日)、中学(２泊３日)とも新入生の学校生活への意識づけのた 

めの研修を実施した。 

           また、高校２年生にコース選択制の修学旅行(国内・国外 ５泊６日)を実 

施した。 

 

（２）生活指導 

①生活指導１ 

         服装容儀指導、遅刻者指導・出欠記録、校門･校外指導・校内巡回指導、食堂・ 

購買部指導及び自転車通学者指導等を実施した。 
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学校法人筑紫女学園 

②生活指導２ 

         美化、寮務、防災避難、集会指導、筑紫会(生徒会）、部活動及び保健指導等を

実施した。 

 
（３）生徒募集 

①広報活動の充実 

      ア）学校案内・広報誌 

          志願者確保のため良質な学校案内・広報誌・ポスターなどを作成した。 

イ）入試説明会（中学）・学校紹介見学会（高校）・私学展（中学・高校） 

      公立中学からの体験入学・保護者の見学会（高校）、塾への訪問、出前授業 

志願者増加に資する各説明会などを実施した。 

      ウ）中学校への訪問 

           志願者増加に資する中学校訪問を実施し、広報活動の充実を図った。 

 

（４）管理運営 

①各種会議の継続 

        ア）定例会議（職員会議）の開催 

          月１回のペースで職員会議を開催し、職員間の意思統一を図った。 

イ）定例会議（校務運営委員会） 

        学校の方針策定のため、週１回のペースで校務運営委員会を開催し、当

面の課題や問題点、行事予定等について協議した。 

ウ）特別委員会(教育課程検討委員会)の開催 

           管理職者、教務部長及び各教科主任により、学習指導要領の改定及び大学

センター試験の科目変更に伴う教育課程の改定について協議を行った。 

 

（５）教職員人事 

①教職員人事 

        中・長期計画に基づく平成 22 年度教員採用試験、及び中学・高校間の教職員 

の異動を実施した。 

         

（６）施設設備 

①備品等の整備計画 

        外部環境の変容への対応と操作性を考慮し、教務システムの入れ替えを行った。 

 

②校地・校舎の用途の検討 

       平成 21 年度末常和寮の閉鎖を実施した。 
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学校法人筑紫女学園 

（７）その他 

①業務の外部委託の推進 

      主に労務部門で実施し、労務内容の改善、経費の削減を図った。 

 

②会計処理の改善 

        学校(本)会計と周辺会計の会計処理の整理及び改善を図った。 
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学校法人筑紫女学園 

４．短期大学部附属幼稚園 

（１）教育 

①宗教教育の充実と深化 

ア）園児用聖典の制定 

宗教教育の充実と深化を目的に、園児用聖典を制定し全園児に配布した。 

      イ）園児保護者 

月曜礼拝・合同礼拝の実施や、今月の聖句の掲示、更にはその解説を全て 

の保護者に配布し、一定の成果を上げている。 

       

②学園研修・園外研修による教育の資質向上 

園内研修・園外研修による教育の資質向上を目的に、日々の保育・教育に関 

する園内研修を実施した。また、浄土真宗保育連盟や福岡市幼稚園連盟主催の各

種研修会に参加した。 

 

③教職員図書費の活用による教諭の自己研鑽の実施 

教職員図書費を継続し、教諭の自己研鑽を推進した。前項の研修や自己研鑽補 

助の成果は、その全てが一朝一夕に現れるものではないが、これらの積み重ねが

将来の成果に着実に結びつくと期待している。 

 

④本学園大学及び短期大学部との連携による円滑なボランティア受け入れ 

本学園の大学及び短期大学部と連携し、学生ボランティアの受け入れを行なお 

うとしたが、短期大学部のシステム変更により、思ったような受け入れができな

かった。 

 

⑤預り保育“たけのこクラブ”の一層の充実 

預り保育“たけのこクラブ”の一層の充実の為、内容などの検討を行なった。 

 

⑥育児支援２歳児教室“たんぽぽ” の一層の充実 

育児支援２歳児教室“たんぽぽ” の一層の充実の為、内容などの検討を行な 

い、平成 22 年度より新たな取り組みを行なうこととなった。 

  

（２）生活指導 

①連絡ノートに活用による保護者との連絡強化 

連絡ノートを積極的に活用したことで保護者との連絡体制が強化され、相互の 

意思疎通をさらに高めることができた。 
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学校法人筑紫女学園 

②クラスだより、学年だより、園だよりを発行による保護者との連絡強化 

クラスだより、学年だより、園だよりを発行することで、保護者との連絡体制 

が強化され、相互の意思疎通をさらに高めることができた。 

  

（３）園児募集（含広報） 

①オープンキャンパス及び見学会の実施 

オープンキャンパス及び見学会〔５月・９月の年２回〕を実施した。今後は、 

小学校の行事日程を考慮し、さらに積極的な広報活動を行いたい。 

 

②２歳児教室“たんぽぽ”の募集告知 

２歳児教室“たんぽぽ”の募集告知をホームページ上で実施した。今後は子育 

て支援と言う点を中心に、さらに積極的な広報活動を行いたい。 

 

③ホームページ、新着情報の発信強化 

ホームページを用いた情報発信、特に新着情報の発信強化を心掛けた。 

 

（４）管理運営事項 

①学年主任、チーフ制（たんぽぽ、たけのこクラブ、補助）の機能向上 

全体主任及び学年主任、チーフ制(たんぽぽ、たけのこ、補助)による、全体の 

連携を強化したことで、一定の成果を上げることができた。今後はさらなる連携

強化を図りたい。 

 

②園児及び保護者への対応内容に係る情報の共有 

職員会議において、園児及び保護者への対応に関する情報を全教諭が共有する 

仕組みが定着し、日常の保育において一定の成果を上げている。 

 

③連絡メールシステムによる情報配信制度の充実 

連絡メールシステムが、全保護者の協力の下円滑に機能しており、園からの情 

報配信に関するスピードと精度の向上を図ることができた。 

 

（５）教職員人事 

①障害児担当教員配置更新 

障害児担当教員配置更新した。これは、本学園ならではのシステムで、保護者 

からの高い信頼を得ている。 
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学校法人筑紫女学園 

②短期大学部幼児教育科教員による園児の発達支援及び教員支援 

短期大学部幼児教育科教員による園児の発達支援及び教員支援を実施した。こ 

れは、本学園ならではのシステムで、保護者からの高い信頼を得ている。 

 

（６）施設設備の充実 

①新園舎建築研究 

園舎建築に関する研究を目的に、数園の施設を見学する予定であったが、平成 

22 年 1 月より委員会が設置されることとなり、幼稚園独自での見学等は差し控

えた。 

 

以  上 
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